
四日市市告示第３８４号 

三重県生活環境の保全に関する条例（平成１３年３月２７日三重県条例第７号）第

７２条の４第２項に基づき、次のように告示する。 

令和元年５月２４日 

                     四日市市長  森 智広 

 

１ 発表事項 

ＪＳＲ株式会社四日市工場敷地における土壌汚染について 

 

２ 発表内容 

令和元年５月２３日、三重県生活環境の保全に関する条例第７２条の４第１項の

規定に基づき、ＪＳＲ株式会社（東京都港区東新橋一丁目９番２号 代表取締役社

長 小柴満信）から同社四日市工場敷地（四日市市川尻町１００番地）において、

土壌汚染の発見に係る届出書が提出されました。 

届出によると、構内で協力会社の共同作業場、詰所、倉庫及び共同休憩所の建設

工事を行うにあたり、平成３０年１１月２０日から平成３１年３月１８日にかけて、

敷地内の土地（約１３，２００㎡）について、三重県生活環境の保全に関する条例

第７２条の２第１項の規定に基づき、地歴調査を行い、過去に工場敷地内で使用履

歴のある有害物質について、自主的に土壌調査を実施したところ、全１４１区画中、

ふっ素の土壌溶出量基準を３区画で超過しました。（地点は別紙参照） 

なお、土壌溶出量基準を超過した３区画及び地下水下流側の敷地境界付近で地下

水を調査したところ、いずれの地点でも基準を超過する有害物質は検出されなかっ

たことから、周辺環境への影響はないと考えられます。基準を超過した有害物質及

び濃度は次のとおりです。 

 

土壌調査結果（溶出量） 

物質名 
最大濃度 

（土壌溶出量基準の倍数） 
土壌溶出量基準 汚染深度 

ふっ素及びその化合物 9.7mg/L（12.12倍） 0.8mg/L 表層～0.5m 

 

 

 

 

 

 



３ 対応方針 

(1) ５月２４日、現地への立入調査を実施します。 

(2) 汚染範囲の土壌については、掘削除去前に工事計画書を提出させ、工事が適

切に行われるよう指導します。なお、ふっ素の土壌溶出量基準を超過した３区

画ともコンクリート等で舗装されており、掘削除去工事が行われるまでの間、

地下水下流側の敷地境界付近で地下水モニタリングを指示します。 

 

（環境部環境保全課） 


